
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮や引っ張りが容易な柔軟材から成る円柱または円筒を輪状に形成し、回転駆動力を与
えることによって、円柱または円筒の中心を軸にして連続回転可能に構成されていること
を特徴とする渦輪装置。
【請求項２】
前記の輪状が、円形や多角形その他の任意形状の輪状であることを特徴とする請求項１に
記載の渦輪装置。
【請求項３】
前記のように形成した渦輪が複数段に配設され、それぞれの渦輪が所定の方向に回転駆動
されるように構成されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の渦輪装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、空気や水などの流体の流れを誘起するための渦輪装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１は従来の高効率のダクト付き風力発電装置の模式断面図である。ノズル１とその先の
ラッパ状のディフューザ２との間の最も括れた部分に風車３を配設してある。そして、ノ
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ズル１が常時風上に向くようにしておくと、ノズル１に流入した風は、括れ部分で加速さ
れるので、風車３は高速で効率良く駆動される。したがって、この風車３で発電機を駆動
すれば、高効率の風力発電が可能となる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このような構造にしても、大きな課題が残り、ダクト付き風力発電装置はなか
なか実用化に至っていない。すなわち、風車３の駆動力をさらに高める必要がある。つま
り、ノズル１を通過し風車３をよぎる際の風速を更に高速にする必要がある。
【０００４】
本発明の発明者は、ノズル１の流入端やディフューザ２の流出端における風速をさらに速
めることで、括れ部における風速をさらに高速化可能との結論に達した。
【０００５】
本発明の技術的課題は、このような問題に着目し、流体の流れを誘起して流体流を発生し
たり加速したりするのに適する渦輪装置を実現することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の技術的課題は次のような手段によって解決される。請求項１は、圧縮や引っ張り
が容易な柔軟材から成る円柱または円筒を輪状に形成し、回転駆動力を与えることによっ
て、円柱または円筒の中心を軸にして連続回転可能に構成されている渦輪装置である。
【０００７】
このように、柔軟材から成る円柱または円筒を輪状に形成し、該円柱または円筒の中心を
軸にして連続回転可能に構成されている渦輪を用いると、該円柱または円筒の回転方向に
周囲の流体がその粘性によって引きずられるため、流体の流れが発生し、次第に高速の流
体流となる。
【０００８】
したがって、この渦輪を用いると、効果的に流体流を発生させたり、すでに発生している
流体流を加速したりするのに用いることができる。
【０００９】
請求項２は、請求項１に記載の輪状が、円形や多角形その他の任意の輪状である渦輪装置
である。
【００１０】
このように、輪状として、円形や多角形その他の任意形状の渦輪を形成できる。したがっ
て、流体が発生している部分の断面形状に応じた輪形状とすることにより、どのような形
状の流体流部分にでも適用できる。
【００１１】
請求項３は、請求項１または請求項２に記載のように輪状に形成した渦輪が複数段に配設
され、それぞれの渦輪が所定の方向に回転駆動されるように構成されている渦輪装置であ
る。それぞれの渦輪は独立して駆動してもよいし、連動して駆動してもよい。また、回転
方向は同じ方向でも逆方向でもよい。
【００１２】
このように、渦輪が複数段に配設され、それぞれの渦輪が同じ方向に回転駆動されるよう
に構成されていると、それぞれの渦輪の相互作用により、単一の渦輪の場合よりもさらに
高速化が可能となる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
次に本発明による渦輪装置が実際上どのように具体化されるか実施形態を説明する。図２
は本発明による渦輪装置の全容を示す斜視図である。４は円筒体であり、リング状（輪状
）に形成されている。材質は、圧縮や引っ張りが容易な柔軟材である。例えば、軟質ゴム
や軟質な合成樹脂、スポンジなどが考えられるが、これらに限定されない。。
【００１４】
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この渦輪装置Ｒを、矢印ａ１で示すように、円筒体４の中心を軸にして連続回転させるこ
とで、周囲流体の流れを発生させることができる。すなわち流体の粘性により、円筒体４
の周囲の流体が円筒体４の外面に引きずられて回転するからである。円筒体４の回転開始
時にはわずかな流速でも、次第に流速が速まり、遂には高速で大量な流体流となる。そし
て、矢印ａ１方向の流体流を総合すると、白抜き矢印のような高速かつ大量の流体流とな
る。
【００１５】
この渦輪装置Ｒに矢印ａ１方向の回転を発生させるには、駆動モータを円筒体４の中に内
蔵したり、外部に配設したモータで駆動する。図３の渦輪装置Ｒは、１２０度間隔に３か
所に軸受け５を設けてある。これらの軸受け５は、図示されない支持体に支持されること
は言うまでもない。
【００１６】
そして、１個のモータＭが、一つの軸受け５に連結され、出力軸は、円筒体４の隣接する
端部に連結されている。したがって、モータＭが始動すると、その出力軸で円筒体４が駆
動され、矢印ａ１方向に連続回転する。
【００１７】
図４は、軸受け機構の各種実施形態である。図４（１）は、図３の軸受け５の拡大断面図
である。隣接する円筒体４の隣接する端部４ａ、４ａに軸６の両端が圧入されている。軸
受け５に対し軸６が回転自在に支持されているので、円筒体４は軸受け５に支持された状
態で連続回転できる。なお、軸受け５は、他の支持体７に支持されている。
【００１８】
図４（２）の軸受け５は、モータＭの本体と連結されている。モータＭの出力軸６は、両
端が前記の円筒体端部４ａ、４ａに圧入されている。したがって、モータＭが始動すると
、その出力軸６で円筒体４が回転する。
【００１９】
図４（３）の軸受け５は、円筒体４の外周を支持する構造である。また、円筒体４をプー
リ９に挿入して接着などの手法で固定し、プーリ９に嵌めたベルト８を別置きのモータの
出力軸のプーリに連結する。このように、円筒体４とは別の位置に設けたモータで駆動し
てもよい。プーリ９に代えて、歯車などを用いてもよい。
【００２０】
図４（３）のような軸受け構造および駆動力伝達構造では、円筒体４は連続体にできるが
、図３や図４（１）（２）のように要所要所に軸受け５が介在する構造でもよい。
【００２１】
図５以下は、本発明の渦輪装置の使用例である。図５は、図１の高効率風力発電装置に実
施した例の模式断面図である。ノズル１の流入端に本発明の渦輪装置Ｒ１を配設し、ディ
フューザ２の流出端に本発明の渦輪装置Ｒ２を配設してある。渦輪装置Ｒ１、Ｒ２共、矢
印ａ１方向、すなわちノズル１中の空気流と同じ向きに回転する。
【００２２】
このように、ノズル１の流入端において、本発明の渦輪装置Ｒ１が矢印ａ１方向に連続回
転することによって、風上から流入して来た風は、渦輪装置Ｒ１の連続回転によって引き
ずられて流れる矢印ａ１方向の空気流によって加速され、図１の場合より高速の空気流が
括れ部中の風車３に到達する。
【００２３】
また、ディフューザ２の流出端において、本発明の渦輪装置Ｒ２が矢印ａ１方向に連続回
転することによって、風車３の背部から流出した風は、渦輪装置Ｒ２の連続回転によって
引きずられて流れる矢印ａ１方向の空気流によって吸引されて加速される。その結果、ノ
ズル１の流入端のみに本発明の渦輪装置Ｒ１を設ける場合よりも、さらに括れ部の中を通
過する流速が速くなる。
【００２４】
このように、渦輪装置がＲ１、Ｒ２のように複数段配設され、それぞれの渦輪が同じ方向

10

20

30

40

50

(3) JP 3774760 B2 2006.5.17



に回転駆動されると、それぞれの渦輪の相互作用により、単一の渦輪の場合よりもさらに
高速の空気流が得られる。
【００２５】
ノズル１の流入端やディフューザ２の流出端に渦輪装置Ｒ１、Ｒ２を配設する場合、ノズ
ル１やディフューザ２の内部を流れる空気流に支障を来す場合は、図示のように凹部に収
納するのが好ましい。すなわち、ノズル１およびディフューザ２の内部の空気流に対する
加速効果を発生する部分のみをノズル１およびディフューザ２側に露出させる。
【００２６】
図６は、空中を飛行する流線型の物体にかかる流体抵抗を減少させる実施形態である。図
６（１）において、１０は飛行体あるいは飛行体の一部である。この飛行体１０の外周に
本発明の渦輪装置Ｒを巻き付ける。すなわち、図６（２）のように、飛行体１０の外周に
凹溝を形成し、その中に渦輪装置Ｒを嵌め込む。このように、渦輪装置Ｒは、飛行体１０
の飛行方向に対し直角に配置する。
【００２７】
軸受け構造は、図４の構造をそのまま採用できる。そして、前記の実施形態の場合と同様
にして、渦輪装置Ｒを矢印ａ１方向に連続回転させると、渦輪が無い場合には壁面におけ
る流体の速度零の状態を解消し、流れを大きく加速することによって、結果的に大幅な流
体抵抗の減少を実現する。
【００２８】
なお、空中の飛行体を例示したが、水中を進行する物体または部分の場合も同様なことが
言える。
【００２９】
図７は、渦輪の形状の他の実施形態である。前記の実施形態はいずれも円形の輪状である
が、図７の場合は、長方形に閉じた輪状である。空気流の流通部の断面形状が長方形状の
場合は、それに合わせて図示のような長方形の輪状にする。しかも、長方形状の渦輪を、
４１、４２のように２段に配置し、相互の加速効果を利用して、より高速化を実現してい
る。
【００３０】
図７は長方形状であるが、用途や適用場所に応じて、他の種類の形状を採用してもよい。
【００３１】
また、図７の渦輪４１、４２の一部を採用することもできる。例えば、長方形状のうちの
直線部の一部を用いて、矢印ａ１方向に連続回転させて、流体流を発生させたり、加速し
たりする。
【００３２】
なお、このように渦輪が複数段に配設される場合に、用途によっては互いに逆方向に回転
させることも有りうる。
【００３３】
以上の実施形態では、主に空気流の発生・加速を例示したが、本発明は水流の発生・誘起
にも適用できる。また、円筒体４に代えて円柱体を用いることもできる。要するに、流体
流と接する外面が円であればよく、流体流と接しない部位の形状は特に問題とならない。
さらに、円筒体や円柱体には、円筒状体や円柱状体も含まれるものとする。
【００３４】
【発明の効果】
請求項１のように、柔軟材から成る円柱または円筒を輪状に形成し、該円柱または円筒の
中心を軸にして連続回転可能に構成されている渦輪を用いると、該円柱または円筒の回転
方向に周囲の流体がその粘性によって引きずられるため、流体の流れが発生し、次第に高
速の流体流となる。
【００３５】
したがって、この渦輪を用いると、効果的に流体流を発生させたり、すでに発生している
流体流を加速したりするのに用いることができる。
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【００３６】
請求項２のように、輪状として、円形や多角形その他の任意の形状を形成できる。したが
って、流体が発生している部分の断面形状に応じた形状とすることにより、どのような形
状の流体流部分にでも適用できる。
【００３７】
請求項３のように、渦輪が複数段に配設され、それぞれの渦輪が同じ方向に回転駆動され
るように構成されていると、それぞれの渦輪の相互作用により、単一の渦輪の場合よりも
さらに高速化が可能となる。
【００３８】
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の高効率のダクト付き風力発電装置の模式断面図である。
【図２】　本発明による渦輪装置の全容を示す斜視図である。
【図３】　渦輪装置の軸受け構造を説明する斜視図である。
【図４】　渦輪装置の軸受け構造の各種実施形態であり、（１）は図３の軸受け５の拡大
断面図、（２）は軸受けとモータと連結した構造、（３）は円筒体の外周を支持する軸受
けである。
【図５】　本発明の渦輪装置を図１の高効率風力発電装置に実施した例の模式断面図であ
る。
【図６】　本発明の渦輪装置を飛行物体に実施した形態であり、（１）は全容を示し、（
２）は要部の拡大断面図である。
【図７】　長方形状の渦輪装置を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　ノズル
２　ディフューザ
３　風車
Ｒ　渦輪装置
４　円筒体または円柱体
５　軸受け
６　軸
７　支持体
８　ベルト
９　プーリ
１０　飛行体
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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